
一年単位の変形労働時間制に関する協定届は、事業場単位でそれぞれの所
在地を管轄する労働基準監督署に届け出る必要がありますが、令和５年２月
27日から、次の条件を満たす場合には、36協定届や就業規則届と同様に、
本社において各事業場の協定届を一括して本社を管轄する労働基準監督署に
届け出ることが可能となりました。

本 社 一 括 届 出
ができるようになりました！

本社一括届出が可能な要件

● 電子申請による届出であること

● 以下の項目の記載内容が同一であること

● 事業場ごとに記載内容が異なる以下の項目については、厚生労働省
HPまたはe-Govの申請ページからExcelファイル「一括届出事業場一
覧作成ツール」をダウンロードし、内容を記入して添付すること

 

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

令和５年２月２７日から、

▪事業の種類 ▪事業の名称
▪事業の所在地 ▪常時使用する労働者
▪該当労働者数 ▪協定当事者・協定成立年月日
▪管轄労働局 ▪所轄労働基準監督署

▪対象期間及び特定期間（起算日）
▪対象期間中の各日及び各週の労働時間並びに所定休日（※）
▪対象期間中の１週間の平均労働時間数
▪協定の有効期間
▪労働時間が最も長い日の労働時間数（満18歳未満の者）
▪労働時間が最も長い週の労働時間数（満18歳未満の者）
▪対象期間中の総労働日数
▪労働時間が48時間を超える週の最長連続週数
▪対象期間中の最も長い連続労働日数
▪対象期間中の労働時間が48時間を超える週数
▪特定期間中の最も長い連続労働日数
▪使用者の職名及び氏名
▪旧協定の内容

（※）「対象期間中の各日及び各週の労働時間並びに所定休日」
については、裏面に詳細が書かれているので、御確認ください。



お問い合わせ先

● e-Govのアカウント取得や操作方法などに関するお問い合わせ先

▪まずは、e-Gov上の「ヘルプ」や「よくあるご質問」をご確認ください。

▪その上でのご不明点については、以下のe-Gov利用者サポートデスクにご連絡ください。

電話番号 ：050-3786-2225 (通話料金はご利用の回線により異なります。)

受付時間 ４ ・ ６ ・ ７月 平日 午前９時から午後７時まで
土日祝日 午前９時から午後５時まで

５ ・ ８～３月 平日 午前９時から午後５時まで
土日祝日・年末年始 休止

Webお問合せ：https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/contact

● 届出の記載内容などに関するお問い合わせ先

▪労働基準法に基づく届出などについてご不明な点があれば、

お近くの都道府県労働局または労働基準監督署にご相談ください。

【都道府県労働局及び労働基準監督署の連絡先等】
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

本社一括届出の方法について

▪電子政府ポータルサイトe-Gov上の電子申請のページから、
「一年単位の変形労働時間制に関する協定届（本社一括）」を選択し、
記載事項を記入して申請を行ってください。⇒ https://shinsei.e-gov.go.jp/

▪具体的な届出の手順については、以下URLに電子申請の手順を
示したパンフレットが掲載されているので、そちらをご参照ください。

＜労基法関係手続の電子申請の操作手順についてはこちら＞
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000919894.pdf

＜一年変形の本社一括届出における留意点はこちら＞
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001057015.pdf

● 届出に添付するカレンダーは、本社と支社のカレンダーが同一の内容である場合のみ、
本社一括届出の要件を満たすことになります。

● 本社のカレンダーが複数種類ある場合は、

・本社におけるカレンダーの種類数
・支店（支社）のカレンダーが本社のカレンダー

のいずれの種類に対応しているか

が分かるように、右のような一覧表でファイル
として添付して申請してください。

「対象期間中の各日及び各週の労働時間並びに所定休日」について

A B C

本社

支社 A
本社のカレンダー全てを使用していな
い場合でも、本社と同一のカレンダー
のみを利用していれば可。

本社で３パ
ターンのカレ
ンダーを使用

A C

A CB D

支社 B
本社のカレンダー全てを
使用していても、本社で
使用していないカレン
ダーがある場合は不可。

×

（2023.2）

カレンダーA カレンダーB カレンダーC

A支店 ○ ○

B支店 ○

C工場 ○ ○ ○

本社のカレンダーの種類

https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/contact
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/
https://shinsei.e-gov.go.jp/
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000919894.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001057015.pdf

